
2.保険料率の振り分け

各制度の平成 21年財政検証・財政再計算における保険料率は、保険料収入のほか、横
立金から得られる財源や国庫・公経済負担等も合わせた収入で、財政均後i期間 (2105年

ltま で)の将来にわたるすべての支出が員fiえ るよう、一体として設定されているもので
あり、 1階・ 2階・ 3階剖

`分

のそれぞれに必要な料率を1月別に3γ 定し積み上げたもので
はない。

したがつて、本来的には保険料率を分けることはできないが、制度1間 の公平性を検li正

するため、一定のIi有 提を置:い た上で、保険ぉ1率を 1「|ヤ・ 2階・ 3階湘
`分

に振り分けるこ
とをそえる。保険料率の振 り分けについては、その|1有 提とする考え方に、kり 幾つかの方
法がみえられるが、ここでは、||1回 の具イ

‐
政検|れ[時 と同様、以下の方法で機械的に振り分

けることとする。

・ 1‖キ部分 (り 1に 礎イli金拠出金分)il‖武1課ノブJtでサイiぅ 1)の として、りIヽ 礎イli金拠出金狙1当

f力t険本:1率分を 1階部分の保険本1・

ザ率iと して先11支 りする、,

・ 2階部分及び 13階湘
`分

の∫力t険料率は、lヵt険料率か F,り it礎 イ
11く 拠ヽ出金利ド|(保

険本1・半|を

控 1除 したダ梵りの本:|'半 iを 、二1「亥イlitt1/92階 11`分 (ヒ 3‖キ音|`分 の糸f)f、 1費 (追力||イ リ‖分を除

く)で 1安 う)づ
―
ることに `kり 、 1幾オ戒白勺に算|||・サ

ー
ろ。

ここでは、徊 1川 度 共通1/21階吉|`分 で
`ヤ

)る り|ヽ 礎イli金 はlitli果 ノブ式で運
′
ギ|さ れていることか

「ジ、 各||メ1度 がチFlイ li度 1処 |||リ
ー
るりlに 礎イ

「 金1処 |||く、 (1階キ|;分 )に 要1‐ るJり |||,1、 そσ)イ li,電 σ)

lヵtr`tヶ lヵ ザ〕支||IJ^る 1)の と仮定している。 |た た、 2出キ出∫分と (3階部分は、//tり υ)f力tr′ミお|

を 1`1,i亥 イ11度 の糸f)イ 1ヽ・ 費に応 じて分け合うこととしてぉ り、鶏
li果 白勺に、不Ji、ア金か r)ill r)オ

t′ る
貝イ湖ltは 2鶏精 l`分 と 3「1需|`分υ)糸 f)イ 1ヽイヤに応 じてお1り ‖さオしることにイrる .,

上記υ)ノノリ:を サ||い て、 1ヽ句茂 21イ li財 J女検 lil:・ サ|イ

‐
政 ||∫ |:「 サ11に おける縞 1可 ′虻υ)保「

`ツ

ミ
|':iを 、

1階砕

“̀)び

)f呆 1険 本1・

′半く、 2片午ル|`分α)1呆険本1・ ■1、  13陣午占

“

う)の 保1倹 お1帯 1に
1方くり分けた糸li果 |`よ 、

図人 62-lσ )と お りである
`,
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(図表 62-1)保険料率の振 り分け (機械的な粗い試算)
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3.被用者年金制度間の公平性

① 2階部分の給付に係る保険料水準

lkず、彼り|〕 者年金の中心的な部分である 2階部分の給付について、その保険料水準を
みる。 2階部分は 「仙 llll比 例Jの なえ方で設 I汁 されていることから、 2階部分の給付に
関する保険料水準は料率で li平 111iす ることとし、 2階部分の保険料率をみていく。

2階劇
`分

の保険料率を||」 度 ||11で 比較すると (ス1表 631、 632)、 2olo年度には、厚
生年金 ll.431%、 1可 共済+地 共済 ll.0127)、 私学共済 8.6′15(/)と 私学共済が低くなって
お り、2020イ li代町は で私学共済がlltい状態で推移する、,

この短期的な *1・率υ)違いは、 2階部分の f丼t険料率を全体υ)保険本
'1率

か r)振 り分けて算
|||し ているため、 まだり1上 げ途 11に ある保険お1率のメf:が 反 |1央 さブした ()の である,,全体の

保険料́ ,率 iの 違い |■ 、 ‖メ1度 によリメリιllキ ズ、tで の成熱のFl:度 が異イrる こ (ヒ や、 こォしま
~cf「

1度が
う)ヽアしている||「ぐ、 各|1川 リセカい:(li亥

‖可リセに才3け るサ|イ
・
J女‖又支σ)必り徴iを IXIる .よ う独 |′ |にサけJ女 !;|・

|||liを 、アててiI′ギ|し てきた糸トボ「などか「り、れli果 としてノ
liじ てきている 1)υ )で ル)ろ 。

全制度が1走 終 |キt険お|ザ率1に

`刊

達する 203()イ li度 には、2出キ劇
`分

のイカt険お|'半 iは 各|1川 リセと1)II

I`ギ |:FIじ 水ツ
|た とイFる が、 2010イ littLJ(/Jヽ いり'F/1:イ liく、とすt済イli4ヽの||||で 少 し・す・/,差 が /liじ

11じ

め、208()イ li度 |チ 1に はり!Fノ 11ィ li金 にルレく
1呵 共済+地 共済が 0.Hボ ィン トfil度 、私学

'そ

済が o.9

ボイン トrit度 高い水準となるt,

その後、こυ)りf:は 若 11小 さくな り、|イ「li卜 最終年度υ)2105`ll度 には、厚ノ
|:ィ li金 が 12.507ツ )、

1可 共済十地共済が 13.164(/)、 私学共済が 13.2.18ツ )と 、夕,`ノ liィ 114)に 比べ共済年金が o,7ホ '

イン トfi:度 ||ヽ い水 4た となってぃるで,
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② l階部分の給付に係る保険料水準

1階部分の保険料率は、基礎年金拠出金に相当する保険料率 (基礎年金拠出金の うち
国力li・ 公経済負担分を除いた額を標準報llllN総 額で料率に換算 したもの)そのものである。

1階部分の保険料率は、2010年度で厚生年金が 4.336%、 国共済+地共済が 3.091%、

私学共済が 3.126%と 、厚生年金に比べ共済年金が低 くなっている (図表 卜 3-3、 634)。
しばらくの|IUは 、り:に礎年金にかかるマクロ経済スライ ドの効果で上昇に歯止めがかかっ
ているが、スライ ド調整が終了する 2038年 度頃から次γjに上昇 してぃく。
2070年度ヒ11以降は各制度とも安定的にlll移 し、2105イ |=度 には厚生年金が 5.781%、 腱1

共済十地 共済が ,1.1∫ )7(/)、 私学共済が 1.ol()(/)に なる 1)の と見込まれてお り、厚生イll金 に
比べ、1可 共済十地りt済が約 1.6ポイン ト、私学共済が約 1.8ポ イン トlft‐ くなっている。

共済イli金 がり'F生 イ
|二 金に比べ lltい 水準となっているのは、「定額給付・定符〔拠 |||」 とい う

考え方の下で各制度が頭割 りで拠日|する仕組みのり!(礎イli金 の定額の拠 ||1分 を、「報llllll比

"|」とい う夕tき なるとえ方の尺度である料率に換 31iし ているためでル)り 、相対的に高い報lllllを

分母に料率換算した結果、共済イ
|三 金の率がlltく なっているものである、,

り1に 礎年金拠 ||1金 |.1、 各制度の拠出金サ↑:定 対象者
・
数に全制j電 共通のりiに礎イ11企拠 1出 企 |11価

を乗じて算定される ()の で、「定額給 f、 1・

。定術11処 |||」 とぃ うり!に I地 イli金 制度の制度 1没 li卜 の 袴́
え方の下で、各制度が公平に費りIJを 拠 |||す るl「組みになっている。 したが 1́)て 、りIに礎イ

11

金|1川度の

`,1点

か :)I114111iす れば、 1階部分の各‖対度の公141ソ liは 確保されているといえる(,

(1文1人 6-3-3)1‖キ湘
`分
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年度 厚生年金 国共済+地共済 私学共済
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2015

2020
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(図表 6-34)1階部分の保険料率の将来見通 し
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II I14)lt‖kl'

し、 ″ヽ り、フ,|1 1:| 

“
‖lll「

`テ

' 31111に な らifi f lゼ

' 11々
'), 

イ′こ l によ 1'、  |,ti■ 力つ
に綸出 していう。

なお、り1長 礎イ1玲拠 ||1金 は算定対象汗 1人 :11た リノ)常〔(|111‖ |)を ノこにしているため、彼

|力tl倹 者
・1人 ｀

当た りでみた場 r)υ )符 1に は差が

`11じ

てくるt,

彼保険 者 1人 三1た りのりlに 礎イ|:金拠 ||1金 (「可‖i・ 公経済負担分除 く)υ)将来見通 しをみ

ると (図 表 6-3-5)、 サ:F′ Lイ ll全 に比べllJ共 済■‐1也 共済が多く、〃、ビF共済|11ほ ぼ|,l FI:度 とな

っている。 この差は、純粋に、各制度における彼保険 ど 1人当た りのり1億礎年金拠出金算

定対象 F‐ 数のブfiに起 1大|す る 1)の であ り、第 13け 被保険 者
‐
に係る拠出分をその11己イ‖1者が属   _

する制度の彼保険 者
・全体で拠出していることからrliじ た違いである。
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(図表 635)彼 保険者 1人当た りの基礎年金拠出金 (国庫 。公経済負担分除く)

(万 円)将 来見通 し

|り 生年 後

[叫 !:済 十 J也 :lモ ,斉

私学共 1斉

」O10 」()|;()
イli'1

③職域部分を除 く給付に係る保険料水準

彼り|1什 イli金 ||メl度 ||llυ )公 1`4171:11、  1階許|`分 と2階許|`分 υ)糸 f)fヽ 1‐ がほ |`ゼ |:Jじ である
1敵域占|`分 を除く糸r)ィ

、1に係ろ∫力tl険 |1半 1(力tlざ 、朧支jl支 吉|`分 をMヽ く|力 tl`ミ 本:トキ1と い う。)

る.,

lttj或 11`分 を除くイカtl倹本|ィ il.1、  l階部分と2階部分の |力tr資本:|,半 iを 合サ11し た {,の でル)り 、
りIFノ |:イ li企 においてlilfキtr貪 ぉ|タネ

'そ
σ)(,υ )で ル)る (,jttl〕支許|`分 を1除 く|力 tl倹半:1率 は、2010イ li度 に

は、厚ノ
liィ li金 ヵく16.()58(/)、 l11共 済十地共済が 14.102(/)、 私学共済が 11.771(/)と なって

お り、 ||メ 1度 ||||で ,た がノ
|:じ てぃる(,こ υガたには、 11/ごりI LIガ途 ilに ある千力t険 *:l・

・半iを 1辰 りう)

けることでお|ヰ :を 算 |||し ていることが大きくキ:タ イ十してお り、 全||メl度 がり|を 終保険 131'辛 1に

`'1達する 2030イ li度以降で`フパると、厚イ|:イ li金 に比べ共済イli金 が 1ポ ィン トli年後低い水準で11「

移 している(,J止終的に 21()5イ li度 では、り:F生 イlt金の 1ド .3(/)に 対し、1可 共済+地 共済が

17.361ツ )、 私学共済が 17.2馬 R(/)と なってお り、厚 /1:イ
li金 に比べ

1可 共済 +i也 共済は o.9ボ

イン トfil度 、私学 りt済 は |.0ポ ィン トfi:度 lltく 、共済イli金 ||llで はほぼ111じ 水準となって

いる。
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% (図表 63-6)職域部分を除く保険料率の将来見通 し
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④年金制度間の公平性

このように、職域部分を除 く保険料率は、被用者年金制度間で差がみられる。長期的
には、職域出

`分
を除 く保険料率の差は、共済年金間ではほとんどなくなるが、厚生年企

と共済年金の1綱 では残る見通 しとなっている。共済年金の職域部分を除 く保険料率が厚
生イ11金 ょり低くなる要因は、基礎年金拠出金を各制度が頭γllり で拠出する一方で、この

定額の拠出額を各制度により異なる標準報lllll総符1で保険料→率1に換算するために生 じた 1

階劇
`分

の保険料率の井でル)る 。一方、 2階部分の保険料率については、逆に共済年金の

方が若 111ド1く なってお り、結果 としてj職域部分を除く保F資 料率の差は、 1階部分で生 じ

た II!li者
^の りf:よ り小さくなってぃろ。

以上の ,1う な制度 1呂 |の職域劇
`分

を除く保険お1率 の差は、彼チIJ者 イF金制度の財政 i116た の

一元化を1文|る などσ)方法を採 らない限 り、完 全になく )ヽ― ことはぃ1州1で ル)る 。

⑤前回の平成 16年財政再計算との比較

1文1人 ()13-8は 、職 l_llc部 分を1除 く保1倹料率等について、前||||の 平成 16イ 11サ 1イ

‐
政 ||∫ lil´ 算にお

けるオ1・半t(Llヒ 1咬 した 1)の でル)る て,

I出キ部分υ)保 1険 おトキil i、 2()10イ ltリ セでlt各 f押1度 と ()|)打 ||:|に ルLべ _11_ケ |_し ていろが、2()5oイ |二

度ではりlに 礎イll金 にかかるマク11経済スライ ドの IJ月 幣期||||が 1こ くなったことなどが ;:夕 響 し

て li行 卜:|.kり 1)低い,半 1に なィラている。その後、彼保険 者
・
数υ)れ支少率が |)打 |;:|`kり 大きいこと

イrどが影イ攣し、 2100イ 11サ セにl kll打 |:||と |.11.1｀ |IFlfWtの 本ミ|イ iと イrり 、 サ111ノ Lイ li`)に Lヒ ′くりtヵ午イit(、
カリtい 1人況は変わっていない.

2階部分1/9保 険オ:卜 率は、|1打 Lilは 、1(り り1的 に11彼り|1汁 イli金 ||llで はとんど九
′
:が 見られ /ktか

つたが、今 |口 |は厚ノ
liイ liく、に比べ共済イli金 で高くなってお り、2100イ li度 で 0.6～ 0.7ポ イ

ン ト|`ま どυ)井がノ
11じ てぃるυ

職域出
`分

を除く保険ォ:1率 は、りIF`liイ li金 が 18.3(/)で変わらないυ)に支|して、111共 済+1也

共済、″、学 lt済は li有 |口 |に 比べて上昇 してお り、厚生イli金 と共済イF金の

'11は

小 さくなって

いるⅢこれは、 |1打 |‖ |と IIJfi:度 であった 1階部分の保険本‖″率の差を、今 |IJIイ |:じ た 2階部分
の|,t険 オヽ1率 のり子:が JJ‐ ナ,消 す ブノ向で作り‖した糸li果 であり、彼用 者

・
年金|卜」度 ||11の 公 1`4141の 得:

点からみれば、 |1有 |11に 比べ若 11改 |キ してぃるとみえらオしるで,



(図表卜}8)保険料率の平成 16年財政再計算との比較

保険料率
職域 71・ 分を除く

lhtl資本十率
1静IY部分の保「食料率 2階部分の f暴険料率

16年
11三 ―「 Tl

21年
ロオllyrルトFT・

16イ |ニ

ll「 :1 11

21年
llオ ]をお,`,「 」製FI財釜板証 書:fit l Πォ鮮豚廂

《 2010イ「 ′虻 》

厚生年全

国共済+1也共済

私学共済

《 2050イド[性 》

|り 生年金

1月

't済

+地 共済

〃、
が
rt,し斉

《コ ()()イ li度 》

1'F′ liイ 14金

l11サ :済 +地共済

オ:′、
デ
11117,午

16.058  16.058
15.508   15.508
12.584  12.584

18.3    18.3
18.8    19.8
18.5    19.4

18.3    18.3
18.8    19.8
1ド.5    19.1

%% °イ)

16.058  16.058
14.101  14.102
11.262   11.771

18.3    18.3
16. 193  17.286
16.518  17.120

18.3    18.3
16.1(,7  17.373

1(ヽ .515  17.2(,0

O。 %%

4.035   4.336
2.729   3.091
2.853   3.126

6.090   5.398
1.163   3.897
1.271   3.727

5.719   5.827
1.011   4.26′ 1

1. 121   4.059

%

12.023  11.431
11.371   11.012
8.409   8.645

12.210  12.952
12.330   13.389
12.211   13.393

12.551   12.466
12.15(ヽ   13.109
12.121  113.201

%

注:1臓111:分 11Lurt:り t方 Jt゛ |イ
jう もの として t毎 腱 (11企 lflLili 61‖ 1:1l f年 tttitl■+i分 4r tt ll支 りし、″tリ プ)11:11を 2‖1部 分 と3繊キ部

分プ)糸fi f l.イ ヤ〔按分
‐
りることにより、機 1,支 的に

'1:出

していう。
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第 7章 公的年金給付費等の規模

前章までは、公的年金の各制度ごとに分析を行つてきた。本章では、公的年金制度全

体で給付費等の規模をみることにする。

1.平成 21年度価格でみた公的年金給付費等の将来見通 し

まず、平成 21年度 1‖ i格を用いて、公的年企給付費等のガl模 をみる。公的年企給付費は、

保険料収入 。公的負担等・積立企活用分 (公的年金給付費から保険料 I反 入 と公的負担等

を除いた、〃i立金の運用収入や取j満 しで 1イiう べき部分のことをい う)に よって 1イ
jわれる

ため、ここでは、公的イ
「 金給付費の他に上記 3つの要素 と年度末 f占立金について、それ

ぞれの規模がどの、kう に変 fヒするのかを分析 した。糸」i果はIXI表 7-1-1の とお りである。

は 1表 7-1-1)平成 21年度価格でみた公的イ|=金給付費等の将

'(見

通 し
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制疇 1師Ⅲは 1効剛 1鮮所な

年度末

積支金

20!0

2011

2012

2013

2011

2015

201(;

2017

201ド

2{)11)

2020

2021ヽ

2(〕 i3()

2()135

2()1()

2015

2o5o

2055

2(){'()

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2()1)5

21()()

2105

り|,||

18.7

50.5

52.3
52.7

52.3

52.1

51.7

50.7
5().5

50.()

11).5

1(, 1

111
132
13.7

13.2

12.0

10.5

38.8

37.0

35 0

32.(ヽ

302
27.S

25 8

239
22.2

20.6

:IL I:|

31.1

33. 1

35.1

13(,0

13('5

11(ヽ.s

Iう 7.2

37.3

137.7

379
88 0

37.3

35.9

33.6

31.3

29.2

27 2

25 4

21:6

21 9

20.2

18 8

17.6

1(ヽ  1

15. 3

11.13

13.3

12_5

日

２

５

６

７

６

６

５

２

２

０

９

９

０

５

５

５

３

０

６

２

７

２

７

１

７

３

９

６

０

】

０
４
　
つ

一
　
つ
４
　
り

“
　
０
こ
　
り
ι
　
り
ι
　
り
一
　
つ

一　
１
■
　
ハ
）
　
ｎ
Ｖ
　
ｎ
ソ
　
ｏ
υ
　
∩
υ
　
（
ソ
　
ｎ
ν
　
●
０
　
０
ｏ
　
″
‘

　
，

‘
　

ｈ̈
〕
　

ｈ̈
）

だ
０
　
だ
０
　
１
１
　
１
１

りt,1:|

5.1

1(う

!(ヽ

4.1

3 1

2.7

2.0

1.2

07
00

△ Ol
△ 1.ヽ

△ 1.ヽ

0.1

2.1,

1.5

5.5

6.1

fl.5

7.0

7.1

6.6

5.1,

5.3

4.S

l l

l.()

1も .6

Jし 111

201 2

202(ヽ

2()22

197.C」

11)1も .1

188.S

IS(ヽ 5

185 1

188 5

192 2

195 1)

21(う .0

211.8

2(ヽ :`.2

271.ヽ

2(ヽ8.5

258.5

213.2

221.2

201.3

175 1

118.1

123.2

1()().(|)

78.3

57 5

37 1

17.ヽ)

(,|)イ li↑ 放Fl湖 ;′ tに よる|(i計 1「

`で

た,る 。

‐115・



図表 卜1-1を見ると、公的年金の財政を直近の 2010年度から2013年度まで、2013年

度から 2030年度まで、2030年度から 2070年度まで、2070年度以降に分けて
'考

えること

できる。

l亡近の 2010年度から 2013年度までは、いわゆる団塊の世代が定額部分 も受給 し始め

る力|夕 響 もあり、 l1/~成 21年度価格の公的年金給付費は 2010年度の 48.7兆 Plか ら 2013年

度の 52.7兆 円まで 4.0兆 円l曽加する。しかし、この||||は 保険料率の引上げの効果もあり、

イカt険料収入は 2010年度の 31.4兆 円から 2013年度の 36.0兆円まで 4.6兆 円増加する。

このため、横立金活月]分は、2010イ 11度 の 5.1兆 11〕 から 2013年度の ′1.1兆 1:Jま で減少し

ている.

2()13イ |三 度かる 2030イ li度 までは、マクロ経済スライ ドによる調整が 2()12イド度に|;‖ ク台さ

れること、報llH比例湘;分 の支給 |;‖ 始イli齢の段階的なり1上 げが 2018イ li度 から始よることな

どの影響で、この1呂1651複以上人IJが 1曽 湖|し 続けるに 1)かかわらず、公的年金給付費は、

2()13イ littυ ,52.7り Llllか ら 203()イ |り Iυ )`11.1り LII]ま でわ支
`1/N・

サ
｀
る、, しか し、 保険料 ('キ 1)

がサ,Fノ 11イ li金 、 1哺 民イ11金 では 2017年度 lkで、1可 共済、lL lt済 では 2023イ 11度 lkで 、私学共

済で I It 203()イ litt itで り|き _111ダ「)オ 1ノ るため、 この ||llノ 111,Iイ llli告 人||がれ支41/Nし 糸売けるに t)かか

わらず、保険料収人は、2013イ 11度 に 3(;.0兆 IIi、 2030イ |:度 に 35.9兆 円と同水準を維持 し

ているぃ このため、イJ:、ア金 7舌 用分は、2()i3イ 11′七の |.1兆円から 2030年′芝の △ l.R兆 1可

まで減少 し、将来υ)給イヽ1に 備え_て 保険料収入の 一部を積 たヾてにll:|す ことが 1可 能な状況と

なる。

203()イ ト度 /Jヽ F)2070イ 11サ 虹まで 111、 マク 1■ 糸椎済スライ ドによるI)月整が 2038イ ll度 lk―ぐ続 く

こと、2042イ li度 以降は 65歳以 11人 ||が il皮 少に1サ :じ ることの影響で、公的年金給付費は、

2035年度から 2()4()年 度までイヤ111曽 川|す る ()げ )σ )、 おおむね減少を続け、2030イ ll度 の 44.・ |

兆I11か ら 207()イ littσ
'35.0兆

1:!ま で 11.1り κ lil減 少している。一リブ、保1倹料・1又 人 |よ 、イL′ )I

イli齢 人IJの 急減のキ:多 響で、2()30イ li度 の 35.9兆 円から,2070イ |:度 の 20.2兆円まで 15.7兆

円減少 してお り、公的イll金給付費に比べ減少 llllllllが 大きくなっている。 このため、横立金

7汚 りll分は、2()3()イ |:度 σ)△ 1.S兆 円か
',2()70イ「

j質の 7.1兆 円と急ナllづ
~る

こととな句、公

的イli金 給付費び)約 21り|を 積 ヽ

'金

から活り||し て‖イiう ことが必要な状ルtと なっている.

2070年度から 2105年度では、人「 |んι棋そ1/91)の の縮小の影響で、公的イll金給付費は

35.0兆 円から 20.6兆 lllへ 、 1カtl資本11又 人は 20.2兆 11jか ら 12.5兆 lllへ 、f責 ヽ

'金
活用分 も

7.1兆 ll]か し 3.6兆 ll]へ減少 している.公的年金給付費に対する保1倹料lll人の制合は、

207()イ |り 覚57.7(/)か ら2105イ |七度 60.6ツ ,1員 で改善している。 また、公的年金給付費に対す
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る横立金活用分の害J合 も、2070年度の 20.2%か ら 2105年度の 17.3%に 低下してお り、

この力|1嗣 においては、積立金のガ1棋は減少 しているものの、イ
「

金財政は体質的に若千回

復しているとみえられる。

2.対 GDP比でみた公的年金給付費等の規模

ここでは、名H額の対 GI)P比 をとることで、1子 メくの公的イド金給付費等が日本経済全体

においてどのfttttυ )規模を持つのかをみることにする。

①平成 21年財政検証・財政再計算において前提とされた経済モデル

公的イlittυ )｀
|′サ戊 21イ liサ |イ

・
政検liト サ|イ

・
政 llili卜 tl:においては、必要となる経済 |)打 提を 2()15

年度 lkで は内1樹 府げ)「 |1本経済の進路 と1'ヽ略」参を試算 (ヽ 14成 20(2008)イ li lサ |)に り1(づ

いてli受定 している(,2()16イ li度以降υ)長 期的な経済前提については、コブダグラスノ
iり のノ

li

,イ:1剛 数をす||い て、|ズ 1人 72-lυ ),kう な形で 2039イ li度 lkで の (:|)|)を 1∫F定 している(,こ グ)t:|・

算糸li果 を承ll用 して実質 11金 11'「率、実り[1こ )り 1金利、実質運用利 ll llり を導出 lン 、 |1本銀行

の金雨虫政策決定会 f)の議決において想定されている l。 ()(/,を物 111i ll'「 率の |1打 |サ達とし、 71

11ベースの 11金 11イ率、運り|1利 |‖ |り を設定 している(,

(|ズ1夫 721)rJブ ダグラスリ11の /11,准
1対 数に、kる (11)1)等 σり

Iil・ サ11糸li ttt

111111 1(,('|,
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この長期的な経済前提の計算過程では、まず 2015年度から2039年度までの 25年 1呂]の

平均の実質経済成長率を 0.77%と 算出している。コブダグラス型の生産関数では、実質

経済成長率は総労働時間の伸び率、資本成長率 と全要素生産性上昇率等から次の式で計

算 される。

実質成長率=総労働時 1出 1の 伸び率×労働分配率十資本成 1こ率×資本分 li己 率

+全要素生産性上ケ1‐ 率

2015イ li度 から 2039年度までの各構成要素の数 1「1は、平均で

総労働時 ||り υ)lliび 率 =-0.8ツ ,

労働分∫1己 率 =60.9%

資本成長率 =0.7%)

資本分|1己 率 =31).1%

全要素生産性 11ケキ率 =|.0%

となっている(,総労働 ||、十1111の 11:び率は労働ノ」人口υ)減少を反 |1央 してマイナスとなってい

る ()のの、資本成1(率がプラスを維持 していることから、実7[経済成 1こ 率は 4ヽ 要素ノ|:産

|ザ 11の llケ |'率¬ .0(/)を 若 11｀ 卜
・
ll llる 0,77(/)と /ktっ ている(, 仏|l1/2賃 金 ilケ |ザ率:は、 こυ)実

『 〔経

済成1(率に総労働時 1出 lυ )力i支少率を加え、彼川 だ
‐イ11金 被保険 者マ)｀ 14均労働 ||、十1品 lを調 1“ し、

物佃i11ケ |■ミをプ11え て 2.5(/)と なっている
`,

積 アヽ金げ)運りll和 |||:|り については、 lkず Lli己 σ)コ フ'ダ グラスJllllの ′
li産 1剛 数にて上る |:「 算過

Fl:で tl:|||さ オしろ′i本げ)不|1潤
'キ

'と
、 過ノξにおける不ll測

'半

'と
長りり1金不|lσ )1則 係から11来σ)実ワ〔

1こサ切金利を|(1定 している。績 ウ金υ)運用においては、1劇 内のイJi券 だけでなく1可 内の株It

や外 1叫 σ)|メ :券株式に投′fさ れていることから、分散投資による効果を 0.3～ 0.5(/)程度見

〕△スノで、物 111i11ケ |・
1率ζをllllえ 、 名 |lυ )11:り ll禾 ;ll:11レ )を 4,|(/)と ,没 ,世 していろ.,

②公的年金給付費等の対 GDP比の将来見通 し

1ヽ4成 21イ llサ |イ

・
政検 li[・ サ1イ

‐
政 ||∫ ,:卜 算においては、 1こ リリ|の経済 |)釘提を設定するに l`(た って

2039年度までの (〕 Dl)の )と 通 しをli卜 算 し、賃金 ll昇 率や運り|1利 1押 |り を設定している。一方、

公的イli金 各制度のサ材
・
政検証・財政 liri:}算 においては、2105イ li度 までのサ財政見通 しが提 /ス

さオしている。そこで、イli金 数メ|!部 会では、賃金 11ケ 1琳 iが 7:‖ 2.5(/)と い う糸准済 li有 提に幣

合的になるように、2()10イ 11度 以降の (:|)1)を lli li「 し、そ1/p(〕 |)|)に 対づ
~ろ

公的イ
「

金給イヽl費等

σ)比率を鴬i出 した.糸li果 はlxl表 7-2-2υ )と お りである。
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(図表 7-2-2)名 目GDP及び公的年金給付費等の対 GDP比の将来見通 し

(基本ケース )

公的イli企給 |、}費 の対 (||)|)1ヒ |112()10イ 11度 では 8.1)(/)と なっているが、彼り|1絆 イlt金 におけ

るイlt金 の 支給 111始 イlttt1/9り ILげ や―
t′ クロ経済 スライ ドの効果によ り、2()3()イ 11度 に I11

8.0`/)1に でlltド司
‐
る., しか し、サ'F′ |:イ ll ttθ ,女 r^の 支糸含|;‖ 力台イli‖ittυ )引 11げが 2()30イ li度 に糸冬

了 し、マク l■ 経済ス
‐
/イ ドt,2()138年 度には終 rす ることから、以後は 11ケ ルに1サ :じ 、2()70

イ|:度 に|,1 ll.1(/)に i上
―
l^る こ tと ,1′rろ (,そ υ)後 |■ 才キ|‐ 仁氏|ざ し、 21()5イ li度 で11 10.57)と イr

つていろて,オ r才 3、 1次 り11:i粁 1呵 ″)イ li全糸f)イ |ヽ″ )キ
|‐

(:l)l)l七 'FIょ 、 2()()7イ liで フランス 13(/)FI:度 、 ド

イツ liγ)F::度 、 スウニl・ ―デン 9(/)fit度 となっているt,

注 :(11｀ 1)|11会 支出
'11'111に

り::づ く

`|:会

支|||データをサllい てサl:|||さ オtた 数lrIで ル)クリ、本報1lF II卜の公的イ
li

令糸1)イ 1ヽ・ 費七ll対象七・|‐ ろなLIり‖乃{才午11ケキ|な ろ二七に11′イ意・|｀ ろ′∠、lだ がル,る .

次に f力t険料収人の対 (||)|)比 をみると、りIだ |:イ li金 、|:1民 イli金 の保1倹料 (率 )が 2()17イ li度 ま

で、1呵 共済、1也 共済υ)保険料率が 2()23イ li度 まで段静|キ的に引き 11げ「,れ ること 1,あ り、2010

イlitt υ)5.8ツ)か「)2()25年 度に 6.5ツ )ま で Lケルする,以後は私学共済の保険お1率が 2()30年

チセ11~Cり |き |」 ダらオしることとイズる 1)υ )υ ,、 によ|ギ |り
lilギい 011「 移 し、 21()5イ liり支

~C116.′
lγ)と

′r′ダでいろ|,

公白勺負1‐[t等 σ)対 (11)|)比 は 2()1()イ |:度 では 2.2(/)と なっているが、基礎イ11金 許|`分 にかかる

年 ,1
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マクロ経済スライ ドの効果で 2035年度には 1.8%ま で低下する。マクロ経済スライ ドが

2038年度で終了することからその後は上昇に転 じ、2075年度には 2.1%に なっている。

その後は若千低下し、2105年度では 2.3%と なる。

積立金活用分の対 CDIリヒは 2010年度で 0.9%であるが、公的年金給付費の対 GDP比が

小 さくなる一方で保険お1収入の対 GDP比が大きくなるため急速に低下し、2020イ F度から

2034イ F度 まではマイナスで推移することとなる。公的午金給付費の対 GI)|)比が上ケ[す る

一方で、保険料収入の対 GDP比がほぼ横ばいで推移することから、積立金活川分のキl GDl)

比は 2030年 度以降急速に_L昇 し 2075イ li度 で 2.3(/)に達する

イli度 には 1.8(/)と なる、)

。以後若 11減少 し、2105

り
“



第 8章 公的年金の財政評価

1.総合的な評価

〇年金財政の安定性について

平成 21年財政検証・財政再計3)においては、各制度 とも、i過去の実績等を踏まえて設

定した各種基礎率を用いて数理言「算が行われ、2105年度までの約 100年 1出 lについて収支

の均衡が隊|ら れることが示 されている。

年企数川l湘

`会
としては、以下の点からみれば、公的年金の員イ

・
政の安定性は一定程度評

fllllで きるものとみえる一方で、以下に示すような様 々な懸念
ll'可

〔があるものと考えてい

る。 したがって、今後グ)動 1旬 を負Iイ |:度 υ)決 跡1状況等を通 じて1巴握 しつつ、引き続 き公的

午金の財政の安定性について検,iEし ていくことが重要である。

《:i平 1‖ iの ポイン lヽ 》

・ 基本ケー スにおける給付水 4tをみると、厚生イ|:金 の標準的なイlt金の,'F得 代替率は

今後緩やかにllt下 し、2()38年度以降は 50.1%と なる )と込みで 17bり 、5()(/)を Jlll;|る 水

illと なっている(,/k・ぉ、糸f)|「ヽ先決〆)ノノ式である共済イli金の給付は、サ'F生 年金と|:1-

のマクロ経済スライ ドυりl調 1“ ヰ1を 用いてlJ月 11さ オし、最終的なり「iキ1代 林率は、1可 共済

が 48.1(/)、 地共済が 17.0ツ )、 私学共済が =17.9(/)と なっている。

・ '1撻 木ケー スにおける保険本1水 ツltを みると、共済年金の保険料 'キ
iは 、毎イli O.354(/)ず

つり|き 11げ「,れ′、1☆ 終保険料率 it、 1可 共済 +J也 共済が 1().8(/)、 ″、学 共済が 19.1(/)に

とてビitる )と ,△ `な と′rっ ている., イrJじ 、 lヵt険本1・ 外
"r:|,11,亡

ノルに
¨
c`|,る りち

'ノ

liイ ll金 、 1可 l(イ li

金υ,1呆 I灸本:|('ネ 1)は 法定さメして才3り 、J蔵 終イカtl倹 ||('キ 1)は

'iF′

|:イ li金 が 18.3(/)、 |!1ltイ li金

が 16,900111(｀ 14成 16イ 11度 1‖ i格)でル)ろ 。

・ 公的年金給付費υ)規 1莫は、201()イ li度 で GDI)υ パ)(/)程度でル)る が、将来において 1)

(lI)1)の 11(/)Fl!度 となっているて,こ の水準は、り古イ|:グ )1欧 州 :i考 1呵 のイll企給 fヽ十の熟l(:|)|)比

か′,み て、それほど過大な ()f/9と はなつていない、

。 保険料1又 人のんせ棋は、対 GI)l'比でみると 2()10イ F度で 6(/)弱 であるが、将来 t,6.ア1%

ri度 で安定的にlll移 してお り、保険お1負 111の 大幅なナ|1加 とはなっていたtい。

・ f貞 立金で員イiう べき費サ||(f占 アヽ金711り |1分 )σ )規模は、対 GI)|)比 でみて、将メ(で 1)2ツ )

||(j後 にとど たっている。

・ 不Ji立 金の運用利回 りは 4.1(/)(2020イ 111■以降)と 、1)とイ|:の 10イ lil可イJlの イール ド金

不可(2()10イ 11:1.27,)に ナレミて高く設定さメしていろが、イli金 )財
・
政において |11、 長サリ1的

９

″



には保険料や給付費が概ね賃金上昇率に応 じて増減することから、賃金上昇率 と比

較 した実質的な運用利回 りで評価することが適当であ り、また、金利の評 /1111iは 、年

金給付が長期にわたることを考慮 し、フォワー ド金利 (現 |1寺点での将来の想定金利 )

で行 うことが適切である。今回の財政検証・財政再計算では、実質的な運用利回 り

は 1.6%(2020年 度以降)と なっている。これに対 し、現在の国債の 10年超のフォ

ワー ド金利 (2010年時点)は 27)を超える水準となってお り、i亡近における11金の

下落傾 1句 を考慮すると、すt金上昇率 と比較 した実質的な金利は 1.6%を上回つている。

・ 年金只イ
・
政において、積立金を活用 して賄 うべき 「純支出」のデュレーションは、

どの制度で も、り1イFの結立企 1/p運用におけるIJ〔 券運り11のデュレーション (厚生年金、

「 litイ 11金で 6イ 1lFl:度)を大幅に超えてお り、順イール ド1/D状況を考えれば、運りllの

デュレーションを1こ くすることで、運り|]利 ||]り を改善する余地がある。

《懸念
:|「

項》

。 現イビ、 日本経済は|り 1確 にデフレかを)‖ )と

'11で

きている状況で|11な く、 |)釘 |り達としてい

る賃金上昇率等が高めの設定になつている可能性がル)る 。特に、経済 liil提 のりAI楚 と

なったコブダグラス型υ)生産 1判 数の計算において、労働 ||、午|‖ lが 減少するに 1,か かわ

らず投資が続 くことが llK定 されている。経済のグローバ リゼーションが進み、新興

li者 111´ のヽ投資が1,1加 しているメリと状では、このllt定 は高めの設定になっているTl‐能1■

がある.

。 今 |口 lυ )サ 1イ

・
政見通 しでは、マクロ経済スライ |ヾ に ,kる 糸f)(ヽ 1・ 水準llllllll“ が 2012イ ll'芝から

2〔)38イ li度 lrcげ )27イ 111111fliイ li実 方Lさ オ
′しる )と 込 ,み とイミっている(,し か し、サ1枚モ衡1環に `k

る経済σ)変動は避けられないことから、2012イ li度 から2038年度 まで1/pllllにおいても、

力t気の悪 fヒ に′kリ マクロ経済スライ ドの実施の遅オしや実施できない期 |‖ lが 生 じてく

るT可
・
千七1ザ|:が ル)る 。

・ 今巨lυ )財政検liFに おける労働力率等は、御|え ば 30歳代前
｀
|た の女性イ「II己伸Iの 労働力

率が 47.7%か ら65.8(/)へ 、60歳代前半υ)り」性が 70.9%か ら|)6.6γ,へ上昇するなど、

より多くの杵が働 くことが Tl・能 となつた状ルtを想定した 「労 ll」
lll ili場への参加|が 進む

ケース」にり,tづいて,it定 されてお り、今後の状況を注意深く )́と守ってい く必要がル)

る。

・ 出Ji、 タビ亡、経済的要素の前提を変更 した場合、今回試γ:したケースにおいても、

厚生年金の標準的なイ
|三 金の所得代替率が 43.1%(「出生llt位 、経済llt位」)になるこ
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とがある。また、共済年金の最終保険料率は、国共済十地共済が 20.1%(「死亡高位」)、

私学共済が 20.7%(「出生低位」)になることがある。

○制度間の公平性について

制,II11の 公平性に 1関 しては、「基本的には、制度 |‖]で、過去の運営状況等を考慮 した上

で、同じ年金給付に対す る保険料水準にたがないこと」 とい う観点から検証を行 うこと

とし、第 6弓1に示 した方法で、各制度の保F灸料率を、 1階 。2階 。3階部分に振 り分け

て、|IJじ イ
l二企給イヽ1に対

―
り
~ろ

∫力t険お「水準を検 FII:し た。

被り|1静 イll金 |1司 度 |lllの 公｀
141サ |:11、  1‖1部分と 2‖キ枷

`分

の給 (ヽ 1・ がほ |,デ |11じ ことから、職 jl支

部分を除 く保1倹料率で
`i平

1111す ることが適当である。被用 者
・イli金 の保険お1水 準をみると、

りと||キ 月、1で li、 Jt済 イ11金 の fり iヾた比 'キヽ
D報酬が |「れ 等ヽυ)要 1人|で、 1階 11`分、 2ル1学 部分、l臓りllk

部分を除 く11`分すべてで、共済イli金 の保険 11・ 率がり'「 rl:イ 11金 を下|IJつ ている(1今 後、御槽J

度の 1カt険料 '半

'は
段階的に引き上げらオじるが、金制度がllセ 終保1倹料率に

`11達

した 2()3()イ li度

以降において ()、 11劇度 ||||で 以下の ,kう な差がrliじ てぃる.l‖支城 11∫ 分を除 く|キt険ネ:|'十tは、

将メ(に おいて、共済イ11金 |1号 のりをはほ |,ギ なく/k・ る t,の の、サ'F生 イli金 と共済イlt金 の||11の メf:は

//kろ
)と 込みで

`0)る
。 このり|:|`1、 彼川 だ

‐イli金 制度のサ材
‐
政 l11位υ)一 元化を1沼 るなどのプブ法を

1采 ら,イ いゞ同くり、 ちt(ヨこイtく づ
~こ

くヒlitl木1史|[‐Cル )る (,

1可度 |||lσ ,公 1`4イ
ザ
|:に

/)い て 11、  |力t険本十■ζをiil‐ り11-l~る 1際 にりli tヽ らオしたli汁 li打 提や制ナIIIllグ )イ ri

立

'レ

ネtυ ))上い等 1)考走iに入オして
｀
1制

"サ

i→
´
ろ∠、要がル)り 、 ′

〉後と t)り |き 糸売き1資 lれ |:し ていくこ

とが ll要 でル)ろ
`,

。 職城出
`分

を除 く保険料率は、 |1有 |口 |の サ財政 ll「 li卜 算時 (よ り厚ノ
|:イ li金 と共済イlt金 の |‖ lの

差が締|ノトしている (メわυ)、 今||||グ )サ |イ

´
J女イ食漁11・ 1財

‐
J女 IT:il・ 算■ごも、 1子 来に才,い て、 サIFJi

年金に比べ共済年金で 1ポイン トrl:度 lltく なる見込みでル)る 、′

・  1出1部分の 負1111「i、 りlに 礎イll金‖メl度 の |(、
「定客りi給 イヽ}・ 定額1処 IЦ 」 とイけ⊃ているが、

この負担を各|1制 度において料率換算した場合には|1川 度 ||||で

'fiが

生 じてお り、 1階部

分の保F灸料':iは 、りIF生年金に1ヒ ベ共済イll金 で低くなっている。

。 2階 部分の 1カt険 |1率は、li有 |IJlυ )'1イ
・
政 ||∫ 111‐ 算|||に は各 |1司 度 とt,llほ 111程度であった

が、 今II:|プ )サ 1イ 政検l訂 |:・ サ|イ

‐
政 llilil‐ 311で |よ 、1子 来において、共済イli金 に比べ|IF生 イli金 で

lltく なる)と 込みである .

12:ヽ
‐



2.今後の公的年金各制度の財政検証 口財政再計算の際の要留意 ″検討項目

○国民年金の財政の詳細な分析

平成 16年員オ政 fll・ 計算においては、マクロ経済スライ ドによる調1柊 が基礎年金と報酬比

例部分共に 2023年度までとなっていた。今回の員イ
‐
政検証 。貝

`・

政再計3)においては、共礎

イ11金のマクロ経済スライ ドの調整期 |‖ Jが 2038イ 11度 までと大‖」に延長 し、報llllltt1/7il淑

`分

の

調 1雀 は 2019年度までと短紳iし ている。このため、「,1生年金の将来の所得代替率は前Fllの

50.2(/)か ら今巨|の 50.1%へ と微減にとどまるものの、基礎イli金 湖;分 の率は前回の 28.4%

から今F:lσ )26.87)へ と低下 している。このことは、九ヽ礎イ11金 の水準についての議論につ

ながる ()の であ り、 1重 要な諭点 となる‖∫能性がル)る
(、 また、今IHIの 財政検証では、1可 1(

年 金υ)保険料納付率を 81年1と 見込んでいるが、最近の実糸liで は 6割 F,:度 とlltく 、地込み

と最近の実績∝)1用 で´
「

離が見t)れてお り、今後、保険料の米納状況がイli金財政に′ブ・える

L杉響について、 より「1笥1に 分夕「していくことが必、要である。

O共済年金における被保険者数の見通 し

共済イli金 における 2階部分の保険料率が将 輝 'Fノ 11年 金を 111HIる こととなるのは、共済

イli金 における彼 |力tl倹 者
・数の見通 しが大きく減少していること力`大きな要1/NIと なえ |)オ じる。

私学共済においては、前|口 |の サ|イ
・
政 llili「 算において 1)、 彼傷ttt κ数を学齢対

‐
象人Hυ )減少

に連 lllllし て減少する見込み としていたが、その後の実糸liは逆に増力||を 示 しているぃltた 、

1可 共済、1也 共済υ)彼保険 計数の場合 ()、 警察や |'1衛 隊の
`よ うに人目が減少 して 1)‐ 定数

ど́、要とみえしれるl戯 fttυ )彼 f力t険 計が存イ|:す ることをそえると、1=来、今IHlυ )仮定より1)

彼保1倹 者
・数が多くイrる H∫能14:がある。今 |口 |の サ|イ

‐
J女 見j亜 しは、彼1絆tl険 者

‐
数が 大きくれ支少 し

て ()対又支が均

`免

iす ることが河tさ オしているとい う
`意

1来 で|■ |力t′、1:的 なllK定 め ドで行わオ
‐
してい

る。今後、彼傷t険 者数が今|||lυ )仮定よりも多くなる||1提 にり:ヽづぃた試算 t)示 していく′∠、

要がある。

○経済変動の影響の計測

現在の財政検証・財政 ll∫ 計算は、長 ;り 1的 な経済 |1有 提について一定の数値で見込むこと

としているが、実際の経済においては、景気υ)変動がないということは そえ聰れない.

公白

`jイ

li金制度σ)サ材
・
政に大きなキ:夕響を′ブ‐えているマクロ経済スライ ドは、物 1‖ iや賃金が ド

落する力lli白 iで は働かないこととなるため、今後、九t気変動に .Lリ マクロ経済スライ ドが

働かない時期の存イli t,そ慮 した財政検証・サ財
・
政 11∫ 計

"1を

rlつ ていく必要がある。
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○確率的将来見通 し

前提の変更については、それぞれを別個に変えてみるだけでなく、全体が動いたとき

の財政の動きをみる必要もある。この一つの方法 として、確率的将来見通 し(Stochastic

ProjectiOn)を 作成することが考えられる。これは、各八礎率について一定の

“

:率分布

をすると考え、その確率で実現するとした試算を数多く行 うことにより、当該制度の財

政状況の将 来のあ り得る可能性 (確率)を 計算するものである。ただし、基礎率の分布

の設定や、複数の J!ヽ 礎率 |‖1の 1壼 合性、必要なシミュレーションの回数、結果の表現方法

など、今後解決すべき||ll題 点があるほか、出生率やタビ亡率のように将来的にある傾 ||:Jを

キ)つ て変化するとみえられる要素の設定方法 1)検 li、|が 必要である..さ らに、共済イli金 で

は、 11:Jll:|lυ )シ ミュレーシ
=|ン

ごとに、サ|ド

`11イ

li金ゃ111民イll金 のシミュレーシ llン で設

定さオじるり1姉謄イlt金 1処出金i11111iや マクロ糸准済スライ ドυ)数 111等 が動くた〆)、 こオしとの幣合

|ザ |:を どうづ
~ろ

かとい う||||サ趣がル)る 。

しか し、 あるFl:度 υメコ|り jレ)を し/こ _11~C()、 こυり孫:暑ζ白くjll´,()也通 しを(411,に していくこと

は、イli金 |1司 度の安定|ザ |:を 、kり liit利 ||に 検 li、1す るたy)に不‖∫欠 1/91)υ )と なっていくとそえら

れるⅢまた、マクロ経済ス‐/イ ドが働かない状況を考慮に入れたサ|イ
・
政見通 tン を作成する

上で もイlりJな
「

法と/rリ イ||る ことから、 イ)後 υ)検
1:、 |が マ41kオ じる1,
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おわ りに

我が国の公的年金制度では、前回の財政再計算時に導入 されたマクロ経済スライ ドに

より給付水4tが認J整 され、財政の均衡が保たれる見込み となつている。 しか し、近年は

経済におけるデフレ状況が続き、実際にはまだマクロ経済スライ ドが実施 されていない

状況にあり、今後の動向に留意が必要である。

政メF及び各保険者においては、今後とも人 口や経済など年金制度をllitり 巻 く状況や年

金 1刊 度に対して大きな影響を与える諸要素の動向を見守 りつつ、年金制度の在 り方につ

いて幅広く検 li・lし、公的年金制度のよリールlυ )安定性、公平4J:の 確像tと イ:i頼性の向上に

努力することを望みたい。

1士後に、今回の財政検証に当たっては、各制度所竹省、保険 F・ に _7/く の資料を14句成し

ていただくなど、大変なご協力をいただいた。 ここに感∫講|の 意を表しておきたい。
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